
小学校電話設備機器借上 仕様書 

１．目  的 

  「小学校電話設備機器借上」に関し、聖籠町財務規則並びに契約書に定めるもの

のほか、この仕様書の定めに基づき適正な機器借上が行われることを目的とする。 

 

２．納入場所 

  聖籠町立蓮野小学校、聖籠町立山倉小学校、聖籠町立亀代小学校 

 

３．借上期間 

  令和７年８月１日から令和１４年７月３１日まで（84 ヶ月） 

 

４．仕  様 

  電話機器設備×３小学校（各小学校共通） 

基本 

性能 

内 容（１小学校分） 数量 備考 

主装置（参考型番：NEC AspireWXplus） 1式  

    

電話機   

12ボタンデジタル多機能電話機 3台  

24ボタン停電対応デジタル多機能電話機 1台  

8ボタンシングルコードレス電話機 1台  

   

設置工事費 1式  

   

その他 
・84 ヶ月（7年間）の使用に耐えうる新品であること。 

・保守、修繕、消耗品は含まないものとする。 

 

５．借上台数 

  上記仕様のとおり 

 

６．見 積 書 

  借上期間中の総額を見積もること。 

 

７．契約条件 

  賃貸借に係る消費税及び地方消費税は、契約期間中税率に変更があった場 合

は、発注者が負担する。 

  発注者は契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、契約を解除

する。ただし、受注者から申し出があった場合は、受注者があらかじめ定める算式



で算出される額を上限として、協議のうえ算定する解約金を支払う。 

 

８．同等品の取扱い 

仕様書記載の参考型番と同等品での入札参加を希望する場合は、５月１４日（水）

正午までに 聖籠町役子ども教育課へ電話で連絡のうえ、「同等品確認票」及び同等

品候補の物品が確認できる資料（カタログ、仕様書、価格表等）をメール又はＦＡＸに

よりご提出ください。審査結果は、５月１５日（木）正午までに回答します。 

 

 

 

 

 

※ 同等品とは、規格・品質・性能・価値が仕様書記載の参考型番として例示する

物品と同等以上の性能価値を有するものとして申請により認められたもの。 

※ 同一品の場合は審査不要です。 

    

９．その他 

この仕様書に明記されない事項及びその他疑義等があるときは、発注者と受注

者が協議し定めるものとする。 

提出先 

聖籠町役場 子ども教育課  担当 大澤 

TEL  0254-27-2111（内線 306）  FAX 0254-27-2119           

E-mail e-gakkou@town.seiro.niigata.jp 



小学校電話設備機器借上 接続回線について 

１．今回の電話機で使用する回線サービス 

⚫ 蓮野小学校 27-3708 アナログ回線 

27-2508 ひかり電話オフィスタイプ 

（フレッツ光 N・ファミ HS） 

⚫ 山倉小学校 27-8760 アナログ回線 

27-2504 ひかり電話オフィスタイプ 

（フレッツ光 N・ファミ HS） 

⚫ 亀代小学校 27-2029 アナログ回線 

27-7827 ひかり電話オフィスタイプ 

（フレッツ光 N・ファミ HS） 

 

２．接続機器について（３校共通） 

⚫ 停電多機能電話機 １台 

⚫ 多機能電話機 ３台 

⚫ シングルゾーンコード １台 

⚫ FAX １台（既存機器） 

 

3．接続図（３校共通） 
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